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別  紙  

 亀 山 市 議 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

 



亀 山 市 条 例 第    号  

 

   亀 山 市 議 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例  

 

 亀 山 市 議 会 政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条

例 第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 題 名 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政 務 活 動 費 」 に 改 め る 。  

第 １ 条 中 「 及 び 第 １ ５ 項 」 を 「 か ら 第 １ ６ 項 ま で 」 に 改 め 、 「 調

査 研 究 」 の 次 に 「 そ の 他 の 活 動 」 を 加 え 、 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政 務

活 動 費 」 に 改 め る 。  

 第 ２ 条 か ら 第 ４ 条 ま で の 規 定 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政 務 活 動 費 」

に 改 め る 。  

 第 ５ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ 政 務 活 動 費 を 充 て る こ と が で き る 経 費 の 範 囲 等 ）  

第 ５ 条  政 務 活 動 費 は 、 会 派 が 行 う 調 査 研 究 、 研 修 、 広 聴 広 報 、 住

民 相 談 、 各 種 会 議 へ の 参 加 等 市 政 の 課 題 及 び 市 民 の 意 思 を 把 握 し 、

市 政 に 反 映 さ せ る 活 動 そ の 他 住 民 福 祉 の 増 進 を 図 る た め に 必 要 な

活 動 （ 次 項 に お い て 「 政 務 活 動 」 と い う 。 ） に 要 す る 経 費 に 対 し

て 交 付 す る 。  

２  政 務 活 動 費 は 、 別 表 で 定 め る 政 務 活 動 に 要 す る 経 費 に 充 て る こ

と が で き る も の と す る 。  

３  前 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 政 務 活 動 に 要 す る 経 費 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

 第 ６ 条 か ら 第 ８ 条 ま で の 規 定 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政 務 活 動 費 」

に 改 め る 。  

 第 ９ 条 の 見 出 し 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政 務 活 動 費 」 に 改 め 、 同 条

第 １ 項 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政 務 活 動 費 」 に 、 「 市 政 の 調 査 研 究 の

資 す る た め 必 要 な 経 費 と し て 」 を 「 第 ５ 条 に 定 め る 経 費 の 範 囲 に 基

づ い て 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政 務 活 動 費 」 に



改 め る 。  

 第 １ ０ 条 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政 務 活 動 費 」 に 改 め る 。  

 第 １ １ 条 中 「 政 務 調 査 費 」 を 「 政 務 活 動 費 」 に 改 め 、 同 条 を 第 １

２ 条 と し 、 第 １ ０ 条 の 次 に 次 の 条 を 加 え る 。  

（ 透 明 性 の 確 保 ）  

第 １ １ 条  議 長 は 、 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 収 支 報 告  

書 に つ い て 必 要 に 応 じ て 調 査 を 行 う 等 、 政 務 活 動 費 の 適 正 な 運 用

を 期 す と と も に 、 使 途 の 透 明 性 の 確 保 に 努 め る も の と す る 。  

２  政 務 活 動 費 の 支 出 状 況 に つ い て は 、 積 極 的 に そ の 情 報 を 公 表 す

る も の と す る 。  

附 則 の 次 に 次 の 別 表 を 加 え る 。  

別 表 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

項  目  内              容  

調 査 研 究 費  
会 派 が 行 う 市 の 事 務 、 地 方 行 財 政 等 に 関 す る 調 査 研 究

及 び 調 査 委 託 に 関 す る 経 費  

研 修 費  
会 派 が 研 修 会 を 開 催 す る た め に 必 要 な 経 費 、 団 体 等 が

開 催 す る 研 修 会 の 参 加 に 要 す る 経 費  

広 聴 広 報 費  

会 派 が 行 う 市 民 か ら の 市 政 及 び 会 派 の 活 動 に 対 す る 要

望 、 意 見 の 聴 取 、 市 民 相 談 等 の 活 動 に 要 す る 経 費 並 び

に 会 派 が 行 う 活 動 及 び 市 政 に つ い て 市 民 に 報 告 す る た

め に 要 す る 経 費  

会 議 費  
会 派 が 行 う 各 種 会 議 、 団 体 等 が 開 催 す る 意 見 交 換 会 等

各 種 会 議 へ の 会 派 と し て の 参 加 に 要 す る 経 費  

資 料 作 成 費  会 派 が 行 う 活 動 に 必 要 な 資 料 の 作 成 に 要 す る 経 費  

資 料 購 入 費  
会 派 が 行 う 活 動 に 必 要 な 図 書 、 資 料 等 の 購 入 に 要 す る

経 費  

事 務 費  
会 派 が 行 う 活 動 に 必 要 な 備 品 、 消 耗 品 等 の 購 入 に 要 す

る 経 費  

 



附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 議 会 政 務 活 動 費 の 交 付 に 関 す る

条 例 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 交 付 す る 政 務 活 動 費 か

ら 適 用 し 、 同 日 前 に こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 亀 山 市 議 会 政 務 調 査

費 の 交 付 に 関 す る 条 例 の 規 定 に よ り 交 付 し た 政 務 調 査 費 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 


